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始めに 

 安全で安心に住める街をめざす関田地区では、 

防災・減災に関して自助・共助・公助の対策が必要と 

言われる中で、特に共助を重点に地域の協働体制の構築 

に務めてまいります。 

 関田地区は、南北に約３km・東西に約２kmの広大な 

面積を有し、世帯数 971世帯・2,473人（令和２年６月 

現在）の住民で生活を営んで居りますが、今後も発生す 

るであろう災害に少しでも被害を軽減する為、防災訓練 

に取り組んで行きます。 

 今後は、災害発生時の対策として、関田地区の自主防災会

の活動の促進と「災害に強い街づくり」を目指して参ります

ので、皆様のご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。 

 

関田総合自主防災会 

会長  馬上 昌幸 
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 災害が発生した直後は、交通網の寸断、火災の同時多発などにより、消防や警察などの防

災機関が十分に対応できない可能性があります。そんなとき、力を発揮するのが「隣近所を 

はじめとした地域の協力体制」です。 

 実際に、阪神・淡路大震災のときには、地域住民が自発的に救出・救助活動を行い、多く

の人命を救うとともに、その後の復興にも大きな力を発揮しました。 

 また、東日本大震災のときのように避難所生活が長引く場合にも、地域住民が助け合って、 

さまざまな困難を乗り越えなければなりません。 

 私たちの地域では、「自分たちの街は自分たちで守る」という心構えで、地域のみんなで 

助け合いながら、災害に強い街づくりを進めます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 基本的な考え方 

２．  

防災基本計画 

地域防災計画 

地域防災計画 

関田地区防災計画 

自主防災組織の役割 

平常時 

災害時 

防災知識の普及や啓発 

地区の安全点検 

防災訓練 

避難所の開設・運営 

情報の収集や伝達 

救出や救護 

初期消火 

避難誘導 

災害に備える

ための活動を

行う 

人命を守り、

被害の拡大を

防ぐための活

動を行う 

災害対策基本法 

国 

県 

市 

自主防災会 
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  この計画の対象範囲は、いわき市勿来町の関田地区とします。 

   【関田地区とは、須賀地区、駅前地区、関田地区の３地区のことを指します】 

 

（１） 人口 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・当該地区が含まれる勿来地区においては、令和 2 年 4 月 1 日現在 19,468 人で、近年  

5 年間は人口増加が続いています。 

 ・高齢化率(65 才以上人口)は 32.8％に達しており、市全体より 1.6 ポイント、全国よ

り 4.1 ポイント高くなっています。 

 

（２）気候・地質 

 ・いわき市のなかでも最も南に位置する当該地区は、年平均気温は 13.7 度、1 月の平均

気温は 3.8 度、8 月の平均気温は 24.2 度と、年差で 20.4 度となっており(平成 30

年度いわき市統計書より)，同じ県内の福島市に比べ夏は暑くなく、冬は寒くないとい

う特徴があります。端的に言えば、「夏は涼しく、冬暖かい」という非常に過ごしやす

い気候となっています。 

 ・年間降水量は 1,265mm(H29 年度)となっており、日本全体の 1,800mm に比べ少な

くなっています。また、冬期には大気中の水蒸気が日本海側を中心に降雪として放出さ

れるため、空気が乾燥しやすく、乾燥注意報が発令される日が多くなっています。 

                    ※参考文献：『勿来地区地域史１』 

                             『平成３０年度いわき市統計書』 

  

２.対象範囲 

３．  
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『日本の地域別将来推計人口』H30 国立社会保障・人口問題研究所 

『令和元年版高齢社会白書』 内閣府 
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（３） 歴史 

・関田地区は、古代から中世にかけての生産物の移送の必要性が増す中で、物流・人の往来を担う道

路の整備と共に発展していきました。江戸時代、徳川幕府が全国に街道整備を進めていましたが、

それと並行して交通の要所などに宿場を設けました。宿場は往来も多く、物資の集積所としても機

能したため、発展しやすかったのです。 

・関田宿は砂丘上に成立した街村で、ここからは窪田を経て棚倉路へ通じる脇道が分岐していたた

め、村の主要人物には磐城平藩から帯刀が許されるなど、交通の要所として警備が重視されていた

ようです。 

・そのような形で、浜街道(現市道大島-関田線)の宿場町、通運の中継地として栄えてきましたが、

明治 30 年の勿来駅開設及び道路整備により、駅前集落が成立していきました。特に重要視され

たのが石炭輸送で、勿来駅は、貨物輸送、観光地となる勿来の関や勿来海岸の玄関口として機能し

ました。 

・その後、昭和 30 年度に国道 6 号が常磐線に平行して建設され、国道沿いに通運、サービス業関

係の建物が進出していきました。その後周辺が交通の隘路となったことから、昭和 56 年に関田

跨線橋を設置することとなりました。 

 

関田地区については、防災上以下のことが言えます。 

  ・砂丘上に成立した宿場であるため、災害による影響を受けやすい土地柄、と言えます。 

  ・写真のように、駅周辺の土地も元は田畑が多く、特に水害時には注意が必要です。 

       ※参考文献『勿来地区地域史１～３』いわき市勿来地区地域史編さん委員会 

 

○写真から見る変遷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

国道 6号(勿来町関田御城前、南町) 

昭和 29年 2月 平成 25年 3月 

※『勿来地区地域史３下巻』より抜粋 
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 〇航空写真から見る変遷 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１９６１～６９年撮影・空撮写真）地理院地図HPより 

 

（１９７４～７６年撮影・空撮写真）地理院地図HPより 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○災害履歴 浜通りに関する主要災害  

   ※いわき市より提供いただいた災害リスト・福島県災害対策課の資料を基に作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２０１９年撮影・空撮写真）地理院地図 HPより 
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  いわき市の関田地区において、発生する恐れのある災害や過去に起きた災害をもとに、

いわき市の発行する防災マップやハザードマップからの情報を掲載するなどの工夫をして、

地区住民に地区で発生が予想される災害の周知を図ります。 

 

（１）地震及び津波による被害想定 

いわき市では、東日本大震災の教訓から、大きな影響を及ぼす外想定される地震を対象として、最大規

模の被害想定を行っています。 

活断層由来の内陸型地震、海溝のひずみから発生し、津波被害も想定される海溝型地震がありますが、 

それぞれで想定される被害を確認しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （令和２年４月１日 いわき市地域防災計画より） 

３.予想される災害 

４．  
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【内陸型断層】（※令和２年４月１日 いわき市地域防災計画より） 

（双葉断層地震・図１） 

いわき市から北側の断層を震源とする地震です。市内の平や四倉等で最大震度７相当が 

想定されます。 

勿来では、震度６強以上となり、地盤の液状化も発生すると想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（井戸沢断層地震・図２） 

いわき市南西部の断層を震源とする地震で、 

勿来地区を中心に震度６強、遠野地区では震度７相当の地震発生が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 双葉断層地震 

図２ 井戸沢断層地震 

【※震度凡例】 

 ７ 

 6強 

 6弱 

 5強 

 5弱 

 4以下 

 

 

【※震度凡例】 

 ７ 

 6強 

 6弱 

 5強 

 5弱 

 4以下 
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【海溝型地震の被害想定】（令和２年４月１日 いわき市地域防災計画より） 

（東北地方太平洋沖地震・図３） 

 ・三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート領域で発生する地震であり、 

小名浜などで最大震度７相当の揺れ、勿来地区でも震度６強ほどが想定されます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波被害について（図３-１） 

  ５ｍ以上の浸水が想定される地区があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-１  浸水範囲想定 

【※震度凡例】 

 ７ 

 6強 

 6弱 

 5強 

 5弱 

 4以下 

 

【※水深凡例】 

 20m 以上 

 10～20m 

 5～10m 

 2～5m 

 1～2m 

 0.3～1m 

 ～0.3m 

 

図３ 東北地方太平洋沖地震 
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（福島県沖地震・図４）（令和２年４月１日 いわき市地域防災計画より） 

 ・いわき市沖合で発生する地震で、市の全域で概ね震度５強の揺れが想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波被害について（図４-１） 

  ５０ｃｍ～５ｍ以上の浸水が想定される地区があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図４ 福島県沖地震 

 

図４-１津波浸水範囲想定 

【※震度凡例】 

 ７ 

 6強 

 6弱 

 5強 

 5弱 

 4以下 

 

【※水深凡例】 

 20m 以上 

 10～20m 

 5～10m 

 2～5m 

 1～2m 

 0.3～1m 

 ～0.3m 
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（茨城県沖地震・図５）（令和２年４月１日 いわき市地域防災計画より） 

 茨城県沖で発生した場合も、被害が出る場合があります。 

 こちらに関しては、震度の想定がされていないものの、津波被害の浸水想定がされており

ます。揺れが大きくなくとも、津波が来る可能性がある、ということを想定しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 5 茨城県沖地震時・津波浸水想定 

【※水深凡例】 

 20m以上 

 10～20m 

 5～10m 

 2～5m 

 1～2m 

 0.3～1m 

 ～0.3m 
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（２）水害による被害想定 

・鮫川水系に当たる蛭田川の溢水・破堤により流域の低平地で大きな洪水被害が想定されま

す。当該地区では須賀地区の田園付近、関田地区のアンダーパスや国道付近の側溝などが

危険です。 

・内水被害が想定されますので、事前の避難ルート確認が必要です。 

 →○○ページの防災マップと併せて確認し、避難経路を確認しておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

※いわき市ハザードマップを元に編集 

Ｐ 

Ｐ 
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（３）土砂災害による被害想定 

・土砂災害で特に注意すべき箇所は以下のとおりです。 

・土砂災害が発生しやすい箇所があります（図①及び③）。周辺の方は、大雨の際などは 

 避難路から除外するなど、注意しましょう。 

・②の急傾斜地に関しては、勿来第二中学校への避難経路として、使用頻度が高い経路です。 

 避難経路として利用する場合には、注意しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

① 

② 

※いわき市ハザードマップより抜粋 

③ 
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（１）平時の対応 

   いざというときに地区の力が発揮できるよう、地区のみんなで協力して防災・減災活 

  動に取組みます。 

① 防災・減災知識の普及・啓発 

防災・減災対策では、地区住民の一人ひとりが防災に関心を持ち、準備することが重要で 

す。地区住民への防災・減災知識の普及や啓発行動を行います。 

② 地区内の安全点検 

防災・減災の基本は、自分たちの住む街を知ることです。地区の危険な場所や防災上問題の

ある場所などを確認し、改善のための働きかけや危険回避・軽減などを行います。 

③ 備蓄物資・資機材の整備 

備蓄物資・資機材は、災害発生時に使用します。地区で備蓄物資・資機材を整備し、日頃の 

点検や使い方を確認します。 

④ 防災訓練 

防災訓練は、いざという時に、慌てず的確に対応するために、欠かせない活動です。 

地区住民に積極的な参加を呼びかけて、訓練を行います。 

 

（２）災害時の対応 

   災害時は、負傷者の発生や火災など様々な事態が発生する可能性があります。 

いわき市の災害対策勿来地区本部（以下、「勿来地区本部」という。）等関係機関とも 

連携・協力しながら、地区住民で力を合わせて活動します。 

① 情報収集・伝達 

いわき市の勿来地区本部等関係機関などから正しい情報を収集し、地区住民に伝達します。

また、地区の被災状況や火災発生状況などを取りまとめ、勿来地区本部への報告を行います。 

② 救出・救助活動 

自分自身がケガをしないように注意しながら、みんなで協力して負傷者や家屋の下敷きに

なった人などの救出・救助活動を行います。また、負傷者の応急手当をして、救護所などへ

搬送を行います。 

③ 初期消火活動 

火災の延焼拡大を防ぐための初期消火活動を行います。 

④ 避難誘導 

地区住民を安全な避難場所などへ誘導します。 

 

 

４.活動方針 

５．  

 『共に作る安心なまち』 関田地区 
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  ⑤ 給食・給水活動 

地区で必要な物資を把握し、いわき市の勿来地区本部等関係機関などとも連携・協力しなが

ら、必要に応じて、在宅避難者を含めた地区の避難者に、炊き出しなどの給食・給水活動を

行います。 

⑥ 警備・保安活動 

災害時には、危険なところに近づきケガをしたり、避難者宅が空き巣などに狙われることが

あります。危険箇所の警備や地区内の巡回を行い、安全で安心な避難生活が送れるような活

動をします。 

 

（３）避難行動要支援者等への支援 

   災害時に大きな被害を受けやすいのは、高齢者や障がい者、子どもなど、人の助けを 

必要とする人（避難行動要支援者）です。こうした避難行動要支援者を災害から守る   

ため、みんなで協力しながら支援を行っていきます。 

① 避難行動要支援者の身になって、防災環境の点検・改善を行います。 

目や耳の不自由な人に、警報や避難情報がきちんと伝えられるか、避難経路等に障

害物や危険な場所はないかなどを点検し、改善に努めます。 

② 避難するときは、しっかり支援します。 

隣近所の助け合いが重要です。複数の避難支援者が一人の避難行動要支援者を支援

できる体制づくりと支援に努めます。 

③ 困ったときこそ、温かい気持ちで接します。 

非常時こそ、不安な状況に置かれている人にやさしく接する必要があります。困っ

ている人や避難行動要支援者には、思いやりの心をもって接します。 

④ 日頃から積極的にコミュニケーションを図ります。 

いざというときに円滑に支援ができるよう、日頃から積極的に避難行動要支援者と

のコミュニケーションを図ります。 
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（１）組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

５.自主防災組織 

１．  
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（２）備蓄物資・資機材一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）備蓄物資・資機材の一覧（公共機関配備品※） 

 

 

 

 

 

 

 

  

関田総合自主防災会の備蓄品リスト 

１．備蓄場所  関田集会所 

２．備蓄品 

１）毛布 47枚 

２）保存食 缶詰パン（オレンジ） 48食 

３）保存食 アルファ化米（チキンライス） 45食 

４）水 500 ml  24本 
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６．活動計画 

２．  

〇令和 3 年度実施事項等（スケジュール関係） 

 防災に関する事項 その他行事等 

４月 

 

 三役会-１・会計監査 

５月 

 

 自主防災会定期総会 

三役会-2 

６月 

 

防災訓練研修会参加 

（勿来消防署主催） 

防犯講話開催（南警察署） 

７月 

 

 三役会-３ 

８月 

 

給水訓練開催 

（水道局立ち会い） 

関田地区夏祭り協力 

９月 

 

 自主防災会懇親会開催 

１０月 

 

地域安全運動推進会議参加  

１１月 

 

 三役会-４ 

１２月 (株)クレハ総合防災訓練参加 

（いわき市消防本部立ち会い） 

 

１月 

 

防災講話開催 

（勿来消防署） 

関田地区酉小屋行事協力 

２月 

 

いわき市自主防災会研修会参加 

（いわき市主催） 

 

３月 

 

 三役会-５ 

 

【memo】 
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（１）自主防災訓練・研修の実施 

  ①関係機関との連携や協力を行えるように、定期的に防災訓練を開催します。 

  ②地区内での知識や技能の面で不足しているものについては、専門家等の指導を受けら 

れるよう、訓練とは別に指導を受けられるよう配慮することも考えます。 

    ③自主防災組織内での防災・減災知識等の普及・啓発活動を行い、より多くの協力者 

を得られるよう自己研鑚と切磋琢磨することを旨とします。 

 

（２）避難所、避難場所、備蓄物資、資機材等の点検 

  ①避難所となる学校、公民館、集会場などは、定期的に点検して、物の配置や設置して 

ある施設備品等の稼働等を確認します。点検者や点検日は事前に決めておきます。 

  ②避難場所は、危険なものがないか日頃から点検します。また、草刈りや落ち葉拾いな

ど、定期的な清掃活動などを行い、いつでも使用できるようにしておきます。清掃日

などを決めておきます。 

  ③備蓄物資や資機材については、賞味期限や消費期限の点検を定期的に行い、補充を 

   出来るような体制の構築が必要です。また、資機材はいつでも稼働することが求め 

られます。頻繁に点検できるように、点検日を決めておきます。更に、訓練などで使 

用して利活用が可能な状態に維持します。 

 

（３）避難行動要支援者の検討 

  ①当地区では、了解を得た避難行動要支援者の名簿を作成しております。民生委員や社

会福祉協議会などと連携して名簿作成をさらに進め、協力体制の構築に努めます。 

  ②いろいろな関係機関と協力して、避難行動要支援者の個別避難計画の立案や実際の 

   避難に協力できるように事前準備に協力します。 

  ③作成した名簿を各地区の役員に共有し、災害時の避難支援者の割り振りを検討しま

す。 

 

 

 

 

（１）災害発生時の各班役割 

災害発生時には、町内で活動できる人員を確認し、その後人員を５班に分け、地区内の 

   災害対応に当たります。 

①情報伝達班：地区内の被害状況や必要な情報を取りまとめ、必要に応じて 

        関係機関との調整を行います。 

②避難誘導班：地区内の避難所への誘導、避難行動要支援者の支援等をします。 

③給食給水班：食料や給水に関する活動・調整を行います。 

８. 災害時の行動 

７. 平時の行動 
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④消 火 班：火災等の発生時に、初期対応にあたります。 

⑤救出・救護班：地区内での応急対応等を行います。 

 

（２）避難行動要支援者への対応 

  ①平時に作成した避難行動要支援者名簿をもとに、必要な支援を行います。 

  ②被災状況などにより事前に取り決めた支援者が不足する場合は、 

   避難誘導班を中心に調整を行い、必要人員の確保に努めます。 

  ③地区内で人員が不足する場合には、情報伝達班等から関係機関に情報提供し、 

   協力を求めることとします。 

 

 

 

 

 １．避難所（勿来第二中学校）の運営について 

  ①教室の利用について 

   ・大規模な災害が発生した場合は、体育館のみではスペースが不足する。 

   ・ペット同伴の避難者のためにも、スペースの確保は不可欠。 

   →教室利用について、学校側と協議を継続して行う。 

    また、その中で生じた検討課題については、関係機関に助力を頂きつつ、 

    必要な対応を検討する。 

   （例：ペット持ち込みの際のルール化のため、保健師助言のもとルールを作成する等） 

  ②トイレについて 

   ・和式であることから、高齢者や障がい者など避難所の利用をためらう住民もいる。 

   →学校や市に対し、洋式への建て替え要請を継続していく。 

    また、建て替えが難しい場合には、代替案を要望する。 

   （例：仮設トイレの設置数増加、防災用品による洋式化機材の支援等） 

  ③他の避難所の検討 

   ・勿来第二小学校は災害によっては避難所として利用できず、勿来第二中学校への移

動も、経路として向かうことが難しい住民もいる。 

   →関の湯と、避難所としての利用について具体的に協議していく。また、市や県に対

しても、必要な公的支援を求める。 

  ④避難所設営訓練について 

   ・災害時に速やかに避難所を開設・運営できるよう避難所設営訓練の実施を検討する。 

 

  ２．自治会に入っていない人について 

   ・自治会に入っていない人に対して、周知などが難しく、災害時に連携が難しい。 

   →災害時には同じ被災者となるため、連携は不可欠。平時から連携できるように啓発

活動などコミュニケーションをとっていく。 

  

９. 今後の課題事項等 
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資料編１．地区情報 

３．  
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【地区情報】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○避難所の連絡先 

１）いわき市立 勿来第二中学校      64-7222 

２）勿来第二小学校  65-2622 

３）関の湯  65-1126  

４）勿来文学歴史館  65-6166 

５）関田集会所、須賀集会所、 

駅前集会所、伊勢両宮神社 

※電話番号は 

ありません 

 

○関係機関・団体 (令和 3年 2月時点) 

１）いわき市役所 災害対策課 22-1242 

２）いわき市役所 勿来支所 

（市民課、経済土木課、 

勿来・田人地区保健福祉センター） 

63-2111 

３）勿来社会福祉協議会 

  ※市役所勿来支所内 

63-2111 

 ４）水道局配水課 22-9318 

５）南部下水道管理事務所 53-6637 

６）いわき市本庁河川課 22-7492 

７）南警察署 63-2141 

８）勿来消防署 63-2248 

９）なこそ病院 65-7755 

１０）呉羽総合病院  63-2181 

１１）関の子広場 65-0559 

１２）民生児童委員 計４名 

 

鳥居 敬子 

長瀬 智恵子 

安島 爵子 

正木 一成     

１３）消防団第三分団 蛭田 雄二 

１４）第二婦人会 大友 和江 

（１２～１４ については連絡先非公開） 

○（自由記載欄）連絡先等自由記入欄 
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資料編２.防災マップ（避難経路） 

４．  

 

 

老朽建物

空き家

ブロック塀､石垣

危険物施設

狭隘道路

河川、水路

擁壁

排水機場､水門､樋管等

津波・浸水想定区域、浸水箇所

急傾斜地

自動販売機

他に気づいた箇所
危なそうな箇所
河川・浸水想定区域
(～0.5m)
河川・浸水想定区域
(0.5m～3.0m)
河川・浸水想定区域
(3.0m～5.0m)

避難所（指定避難所）

一時避難場所

津波避難場所
津波避難ビル

中高層堅牢建物

福祉施設

公民館､集会所

避難路

広場、空き地等

  ? 公衆電話

防災倉庫

消防団機材置き場

防火水槽

消火栓

防災行政無線

人材

井戸

水源

スーパー､コンビニ

ガソリンスタンド

【　凡　 例　】　

災害時に注意や配慮が必要な場所

災害時に役立つ施設・場所や設備

朽

空

危

排

自

注

高

福

集

倉

置

槽

栓

無

井

水

買

油

塀

人



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老朽建物

空き家
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危険物施設

狭隘道路

河川、水路

擁壁

排水機場､水門､樋管等

津波・浸水想定区域、浸水箇所

急傾斜地

自動販売機

他に気づいた箇所
危なそうな箇所
河川・浸水想定区域
(～0.5m)
河川・浸水想定区域
(0.5m～3.0m)
河川・浸水想定区域
(3.0m～5.0m)

避難所（指定避難所）

一時避難場所

津波避難場所
津波避難ビル

中高層堅牢建物

福祉施設

公民館､集会所

避難路

広場、空き地等

  ? 公衆電話

防災倉庫

消防団機材置き場

防火水槽

消火栓

防災行政無線

人材

井戸

水源

スーパー､コンビニ

ガソリンスタンド

【　凡　 例　】　

災害時に注意や配慮が必要な場所

災害時に役立つ施設・場所や設備
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栓

無

井

水

買

油

塀
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